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日本アンチ・ドー ヒ°ング規程（以下「本規程」という。） 8.3.2 項に従って日本アンチ・ドー ヒ°

ング規律パネル委員長により任命された以下の各委員により構成される標記事件の聴聞パネルは、
平成 30 年 2 月 13 日に開催された聴聞会（以下「本聴聞会」という。）の結果に基づき、本事件に
関して、下記のとおり決定する。

記
〔決 定〕

• 本規程2.1 項の違反が認められる。
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• 本規程9 条及ぴ同 10.8 項に従い、検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲得
された競技者のすべての個人成績（第 70 回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）におけ
る競技成績を含む。）はいずれも失効し、かつ、上記期間において獲得されたメダル、得点、
及ぴ褒賞はいずれも剥奪される。

• 本規程10.2.2 項、同 10.5.1.1 項及ぴ同 10.11.2 項に従い、平成 29 年 12 月 16 日より 1 年 3 ヶ月
(15 ヶ月）間の資格停止とする。
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〔理 由〕

• 平成29年12月16 日に実施された競技会検査（以下「本件競技会検査」という。）において

競技者から検出された物質プレドニゾロン及びその代謝物(prednisolone and its metabolite)並

ぴにプレドニゾン(prednisone)は、 いずれも 2017年禁止表国際基準（以下「 禁止表」とい

う。）において禁止物質とされている「S9．糖質コルチコイド」に該当するため、本規程2.1項

に定める「禁止物質」に該当する。 これに対して競技者は、B検体についての分析を要求せ

ず、また、 暫定聴聞会及ぴ聴聞会において、 上記の結果及びそこに至る手続過程に関しても

特段争わなかった。

• そこで、本件においては、競技者について本規程2.1項（競技者の検体に、禁止物質又はその 

代謝物若しくはマ ー カ ーが存在すること）の違反が認められ、同9条及び 同10.8項に基づき、

検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲得された競技者のすべての個人成績

（第70回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）における競技成績を含む。 なお、当該選

手権大会において検体が陽性となった競技会を以下「本件競技会」という。）はいずれも失効

し、 かつ、上記期間において獲得されたメダル、得点、 及ぴ褒賞（もしあれば）はいずれも

剥奪されると考えるのが相当である。

• また、上記検出物質は「禁止物質」に該るものである一方で、禁止表における「特定物質」

でもあるところ、公益財団法人日本アンチ・ドー ピング機構（以下「JADA」という。）担当 

者、 競技者本人及ぴ競技者が所属するA大学フェンシング部B監督の各証言、 競技者から

提出された平成30年2月13 日付上申書、JADAから提出された各証拠書類（ドー ピング・

コントロール ・ フォ ー ム、日本アンチ・ドー ヒ°

ング機構TUE委員会の各判定書、競技者名義

にかかる治療使用特例(TUE)申請書式及ぴ上記TUE委員会による審議結果の通知書等） 並

ぴに本聴聞会の全趣旨によれば、 以下の各事実が認められる。

(I) 今回検出されたプレドニゾロン及びその代謝物(prednisolone and its metabolite)並ぴに 

プレドニゾン(prednisone)は、 競技者がかねてより継続治療を行っていた疾患のため

に医師から処方され、 服用していた治療薬であったプレドニン（プレドニゾロン）（以 

下「本件治療薬」という。）に起因するものである。 この点、JADAは、競技者による本

件治療薬の使用が本規程10.2.3項における意味での「意図的」であった旨の主張・立証 

は行っておらず、実際にもかかる事実は認められない。

(2) この点、競技者は、本件治療薬については競技者が高校在学中であった平成26年11月

に上記疾患の診断を受けて以降、継続的に服用していたものである旨主張しているとこ

ろ、 競技者は実際に日本アンチ ・ ドー ヒ°

ング機構TUE委員会（以下「TUE委員会」と

いう。）に対して治療使用特例(TUE)の申請も行い、平成27年10月7 日付で本件治

療薬の服用について TUE委員会の承認を取得している。 しかるに、競技者は、当該承

認が翌年6月30 日に失効して以降も、 有効な治療使用特例(TUE)を取得することな

く競技大会等への参加を繰り返し、本件競技会において自己の検体から禁止物質が検出

されるに至ったものである。

競技者が参加した本件競技会の開催要項第 17項においては、本件競技会が本規程に基

づくドー ヒ°ング検査対象大会である旨が明記されると共に、 同要項において引用された

JADAのウェプサイトにおいて、国内の治療使用特例(TUE)事前申請が必要 な競技大
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